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◎
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止

に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
対
照
表 

○
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止

に
関
す
る
法
律
案
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
修 

 
 

正 
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修 
 

 

正 
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
号
、
第
四
項
並
び

に
第
五
項
第
二
号
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
六
条

並
び
に
第
十
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

〔
削
る
〕 

 
 

  

〔
削
る
〕 

    

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

一 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
号
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
第
二

号
、
第
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
六
条
並
び
に
第
十

条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日 

 
二 

附
則
第
四
条
の
規
定 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
又
は
内
閣
の
重
要
政
策

に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の
た
め
の
国
家
行
政
組
織

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
公

布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 
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（
検
討
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

 

（
総
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
第
九
十
五
号
を
第
九
十
六
号
と
し
、
第
八
十
九
号
か
ら
第

九
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

八
十
九 

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設

等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小

型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
政
党
事
務
所
及
び
対
象
政

党
事
務
所
の
敷
地
の
指
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
政

党
事
務
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
九
十
号
」
を
「
第
九
十
一
号
」
に
、
「
第
九
十

五
号
」
を
「
第
九
十
六
号
」
に
改
め
る
。 

 

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
） 

第
四
条 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

 

（
検
討
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

  

（
総
務
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
九
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

 

 

九
十
二
の
二 

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な

施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け

る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律

第 
 

 

号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
政
党
事
務
所
及
び
対

象
政
党
事
務
所
の
敷
地
の
指
定
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
対

象
政
党
事
務
所
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。 

〔
新
設
〕 

  

（
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の
た
め

の
国
家
行
政
組
織
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

 第
四
条 
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
総
合
調
整
等
に
関
す
る
機
能
の
強
化
の

た
め
の
国
家
行
政
組
織
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
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二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
十
七
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
八
十
九
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九

十
号
」
に
改
め
る
。 

     

別
表 

〔
略
〕 

に
改
正
す
る
。 

 
 

第
六
条
の
う
ち
総
務
省
設
置
法
第
四
条
中
第
九
十
号
か
ら
第
九
十
九
号
ま

で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
改
正
規
定
中
「
第
九
十
九
号
ま
で
を
四
号
」
を

「
第
九
十
二
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
九
十
二
号
の
二
を
第
八
十

九
号
と
し
、
第
九
十
三
号
か
ら
第
九
十
九
号
ま
で
を
三
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
二
十
六
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
八
十
九
号
」
を
「
第
四
条
第
一

項
第
九
十
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表 

〔
略
〕 

 
 

 
 


